
 
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
八
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
五
十
七
号 

 
 
 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
の
二

（裏）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                            





 
 
 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

一 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

二 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
別
記
様
式
第
六
号
の
二
で
し
て
い
る
申
請
は
、
改
正
後
の
別
記

様
式
第
六
号
の
二
に
よ
る
申
請
と
み
な
す
。 

 


